
市民部　市民サービス課

マイナンバーカード出張所申請対応機器賃貸借



予算金額

予算科目

委託課名

　令和６年12月２日より、新生児や国外転入して初めてマイナンバーカードを申請する者、マイナンバーカードを紛失した者等、

一定の要件を満たした場合について、申請から最短１週間以内でマイナンバーカードが発行できる特急発行制度が開始された。

　各市町村はマイナンバーカード特急発行制度に対応するため、迅速かつ的確に手続きを行う体制を整備する必要があるとされている。

　また、マイナンバーカード制度が開始され10年目を迎え、カード更新による申請者も増加傾向にあることから、南下浦出張所及び

初声出張所に於いても、特急発行制度に対応するための機器一式、及びマイナンバーカード申請サポート対応用のマイナ・アシスト２端末に

ついて賃貸借契約を締結するものである。

市民部市民サービス課 設置場所：南下浦出張所及び初声出張所
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